令和1年7月5日　理事会資料　
一般社団法人日本歯車工業会
総 務 委 員 会 要 綱

（目的及び名称）
第１条　本会の運営の健全化を図るため、一般社団法人日本歯車工業会定款（以下「定款」という）５２条並びに本会委員会規定第１条に基づき総務委員会を設ける。

（業務）
第２条　本委員会は前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
　　（１）工業会運営に関する基本的事項の立案、実施。
（２）工業会財産保全と収支及び予算・決算等に関する事項。
（３）定款・諸規定・諸規則の制定・改廃に関する事項。
（４）会員増強に関する事項。
（４）工業会事務局に関する事項。
（５）その他各委員会の所管に属さない事項。

（構成）
第３条　本委員会の委員は、工業会会員により構成する。
２．委員会には委員長、副委員長及び委員若干名を置く。

（選任）
第４条　委員長、副委員長及び委員は、会員のうちから選任し、理事会の議を経て工業会会長（以下「会長」という）が委嘱する。

（職務）
第５条　委員長は、次の職務を遂行する。
（１）委員会を代表し会務を統括する。
　（２）委員会を招集しその議長を務める。
　　（３）委員会の議事をとりまとめ、これを理事会に報告する。　　
２．副委員長は、委員長を補佐して、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

（任期）
第６条　委員の任期は定款２７条の規定を準拠して１年とする。ただし、再任を妨げない。
　　２．補充又は増員のため委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

（会議）
第７条　委員会は、次の場合に開催し委員長が招集する。
　　（１）会長又は委員長が必要と認めたとき。
　　（２）理事会又は委員会が決議したとき。
（議事録）
第８条　委員会の議事については、議事録を作成しこれを保管する。

（改廃）
第９条　本要綱の改廃は、委員会において審議し、理事会の承認を経てこれを行う。
　　２．本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が委員会に諮ってこれを定める。

（付則）
本要綱は平成１６年７月２日から施行する。


平成１６年度第４回理事会 承認・制定
２０１９年度第３回理事会 改訂      
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